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                               （特活）大阪NPOセンター 

あなたの“志”が 

社会を変える！ 
 

          市民社会創造基金“志”民ファンド 

趣 旨 

 大阪 NPOセンターでは、市民社会を実現するためには、市民自身が市民社会組織（ＣＳＯ）を組織

化し、それら組織間の連携、さらに行政、企業との連携を通じて、地域の様々な課題解決のために新

たな公共財・サービスの開発、供給等の事業活動を展開していくことが重要であると考えております。

そこで、このような“志”を持つ社会起業家、市民社会組織を支援するしくみとして、市民社会創造

基金を醸成し、助成事業を行うこととしました。 

 市民社会創造基金の原資は、社会起業家、市民社会組織を支援したいという“志”をもつ、皆さま、

社会投資家の寄附によるものです。そして、皆さまが直接、社会起業家・市民社会組織の事業計画を

聞き、皆さまの起業経験、経営実践により得られた知恵（実践知）によって、審査を行います。 

 

＜市民社会創造基金を通じた社会投資フロー図＞ 

                  

                 新たな公共財・サービス    

                   の開発・提供            

 

 

                                         

社会的還元 

 資金         経営診断       直接支援 

 支援         経営指導        

                     

 

                         寄 附 

                                                    

 

 

 

“志”民ファンドに関する問合せ 

 特定非営利活動法人大阪 NPOセンター 

 553-0006 大阪市福島区吉野４－２９－２０大阪 NPOプラザ 201号 

 TEL：０６－６４６０－０２６８ FAX：０６－６４６０－０２６９ 

 E-mail:info@osakanpo-center.com 

URL:http://www.osakanpo-center.com 

  社会起業家 
地域社会の振興 

持続的発展 

 

（特活）大阪NPOセンター       

市民社会創造基金“志”民ファンド 

社会投資家 

地域社会の振興、持続的発展に

貢献しようと志す企業経営者 
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１．市民社会創造基金の特徴 

（１）寄附者ご自身が審査員 

 他の助成の多くは、寄附者が直接審査に加わることができません。従って、寄附者の志が助成を受

けた団体には伝わらないのが現実です。 

 市民社会創造基金では、寄附者ご自身が助成団体の審査過程に参加できるしくみを設けております。 

皆さまが直接、社会起業家・市民社会組織の事業計画を聞き、皆さまの起業経験、経営実践により得

られた知恵（実践知）によって、審査を行います。 

 なお、匿名をご希望される場合、他の社会投資家の皆さま、または事務局及び認定コンサルタント

がご本人にかわって審査を行います。 

 

（２）寄附者のご意思で支援内容を選択 

 審査を通過した社会起業家、市民社会組織に対して、市民社会創造基金より助成を行います。 

さらに、皆さま社会投資家の個人のご意思、判断と責任で、融資、投資、事業提携などの経営支援を

行うことができます。 

 また資金支援のみならず、ご自身の経営哲学、経営技術を伝授するなど、社会起業家、市民社会組

織の経営能力向上のための支援を行うことができます。 

 

２．定額給付金による寄附のお願い 

 市民社会創造基金は、「市民による、市民のための基金」として醸成します。その原資は、皆さまの

寄附によります。皆様の“志”をお待ちしております。 

 

寄附金口座名・口座番号 

＊口座番号：三菱東京UFJ銀行 野田支店 

       普通預金 ４５０５５０９ 

 

＊口座名：特定非営利活動法人大阪 NPOセンター 理事 金井宏実 

トクヒ）オオサカエヌピーオーセンター 

 

 

 

 

＊なお法人さまの場合、寄附金の一定額までは損金算入が可能です。 

        

（計算式） 損金算入限度額：（A＋B）÷２ 

     

 A：（資本等の金額×当期の月数×１/12）×２．５/１，０００ 

       資本等：資本の金額と資本積立金額の合計額 

     

B：（所得金額）×２．５/１００ 

      所得金額：課税所得 
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＜＜＜＜ごごごご参考参考参考参考＞＞＞＞    

１．2008 年度“志”民ファンド実施概要 

 

１．審査経過 

（１）募集期間：2008 年７月７日（月）～８月 29日（金）：応募団体数３１団体 

（２）１次審査：2008 年９月１日（月）～９月 19日（金）：通過団体数７団体 

（３）２次審査：2008 年 10 月 24 日（金）       ：通過団体数３団体 

 

２.応募状況 

   応募総数 ３１（うちメール申請：10 団体） 

（１）法人形態別 

法人形態  2008 年度 2007 年度 2006 年度 

特定非営利活動法人 １０ １１ １０ 

財団法人   １   ０   ０ 

有限会社   １   ２   ２ 

株式会社   ４   １   ４ 

ＬＬＰ・企業組合   ２   １   ０ 

任意団体・個人事業  １３  １３   ５ 

合計  ３１  ２８   ２１ 

 

（２）申請者、申請団体の所在地 

都道府県 2008 年度 2007 年度 

大阪府 １８ 

（大阪 11堺１東大阪１高槻２豊中１箕面１ 

泉佐野１） 

１８ 

（大阪６枚方３東大阪１茨木１高槻１寝屋

川１大東１松原１羽曳野１八尾１箕面１） 

京都府 ４（京都４） ４（京都４） 

滋賀県 ３（米原２近江八幡１） ２（大津１豊郷町１） 

兵庫県 ５（神戸３西宮１宝塚１） ２（神戸２） 

和歌山県 ０（和歌山０） １（和歌山１） 

奈良県 １（宇陀市） ０ 

 

都道府県 2006 年度 

大阪府 １６ 

（大阪９茨木２高槻３枚方市２岸和田１） 

京都府 １（京都１） 

滋賀県 １（高島１） 

兵庫県 ０ 

和歌山県 ０ 

奈良県 ２（北葛城郡王寺町、宇陀市） 
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２．主な助成先 

    

2008200820082008 年度年度年度年度  

○特定非営利活動法人多言語センターFACIL（神戸市）              １５５万円 

「持続可能な市民活動展開のための事業統合に伴う多文化・多言語関連コミュニティビジネス拡大」 

 

○映像発信てれれ（大阪市）                          ９０万円 

「映像発信事業てれれ」 

 

○有限会社 office ぱれっと（高槻市）                      ５０万円 

「子育て支援「ぱれっとスタイル」のパッケージ化とその普及」 

 

2007200720072007 年度年度年度年度  

○京都ひきこもりと不登校の家族会ノンラベル                  １５０万円 

「アスペルガー障がいの青年・成人に居場所と働く場を 

～居場所ぽけっと受入体制の強化及び援助者養成事業の展開～」        

 

○こどもコミュニティケア                           １５０万円 

「小規模統合保育ちっちゃな保育所の拡大・充実のための新築移転」       

  

○特定非営利活動法人子育てネットワーク共育の森どんぐり            経営支援 

「共に育つ。森にようちえん事業」 

 

2006200620062006 年度年度年度年度  

○特定非営利活動法人トゥギャザー                       ３００万円 

「授産施設のモデル事業づくりに挑戦～ＩＴの活用を新たに取り入れて～」    

 

○筋肉商店街実行委員会                             ５０万円 

「地域参加型スポーツイベント筋肉商店街～健康と強さとやさしさ」       

 

○有限会社 office ぱれっと                            ５０万円 

「売りたいモノを売れるモノに、働きたい人を働ける場に、変えて繋げるシステムづくり」 

 

○特定非営利活動法人日本スローワーク協会                    ５０万円 

「コミュニティカフェを利用した市民の起業創出事業」              

 

○特定非営利活動法人エスビューロー                       ５０万円 

「福利厚生としてのがん患者家族支援プログラムの開発 

 患者満足度（PS:Patient Satisfaction）の向上を目指して 


